
第２章 統一的な基準の特徴

１節 公会計基準の比較

従来の地方公会計制度の会計基準は「総務省方式改訂モデル」、「基準モデル」の他に、「東京都方式」等があります。

平成２９年度末までに全ての地方公共団体が統一的な基準による財務書類の作成が求められています。

統一的な基準 基準モデル
総務省方式

改訂モデル
東京都

国
（省庁別財務書類の作成基

準）

財務書類

の体系

○貸借対照表
○行政コスト計算書
○純資産変動計算書
○資金収支計算書
※行政コスト計算書及び純資
産変動計算書は、別々の計算
書としても、結合した計算書
としても差し支えない

○貸借対照表
○行政コスト計算書
○純資産変動計算書
○資金収支計算書

○貸借対照表
○行政コスト計算書
○純資産変動計算書
○資金収支計算書

○貸借対照表
○行政コスト計算書
○正味財産変動計算
書

○キャッシュ・フロー
計算書

○貸借対照表
○業務費用計算書
○資産・負債差額増減計算書
○区分別収支計算書

台帳整備 ○開始貸借対照表作成時に整
備
その後、継続的に更新

○開始貸借対照表作成時に整
備
その後、継続的に更新

○段階的整備を想定
→売却可能資産、土地を優先

○開始貸借対照表作成時に整
備
その後、継続的に更新

○官庁会計システムとは連動
していないが、法令に基づ
き国有財産台帳、物品管理
簿等を整備

複式簿記 ○官庁会計処理に基づくデー
タにより、発生の都度又は
期末に一括して複式仕訳を
実施

○官庁会計処理に基づくデー
タにより、発生の都度又は
期末に一括して複式仕訳を
実施

○決算統計データを活用し、
期末に一括して仕訳を実施

○官庁会計処理に連動して発
生の都度、複式仕訳を実施

○官庁会計システム
(ADAMSII)に連動して発生
の都度、複式仕訳を実施(国
有財産等については、期末
時に複式仕訳を実施)

有形固定

資産の評

価基準

○取得原価が判明…取得原価
○取得原価が不明…再調達原
価
※取得原価の判明・不明の判
断に係る特定時期を設定

※開始後は取得原価（再評価
しない）

※適正な対価を支払わずに取
得したものは再調達原価(道
路等の土地は備忘価額1円)

○事業用資産
土地…固定資産税評価額
建物等…再調達原価

○インフラ資産
土地…取得原価
建物等…再調達原価

○公共資産…決算統計データ
から取得原価を推計

○売却可能資産…売却可能価
額

○取得原価 ○国有財産(公共用財産を除
く)…毎年度時価を基準に改
定される国有財産台帳価額

○公共用財産…取得原価
○物品…取得原価

税収の取

扱い

○純資産変動計算書に計上 ○純資産変動計算書に計上 ○純資産変動計算書に計上 ○行政コスト計算書に計上 ○資産・負債差額増減計算書
に計上
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２節 統一的な基準と総務省方式改訂モデルの違い

（１）概要

本市がこれまで作成していた総務省方式改訂モデルと新たに作成した統一的な基準を比較すると、３つの変更点がありま

す。

①発生主義・複式簿記の導入

総務省方式改訂モデルは決算統計データを活用し、財務書類を作成していましたが、統一的な基準では伝票ごとに複式

仕訳を行います。

②固定資産台帳の整備

総務省方式改訂モデルでは固定資産台帳の整備が必ずしも前提とされていませんでしたが、統一的な基準では固定資産

台帳の整備を前提とし、公共施設等のマネジメントにも活用が可能となります。

③比較可能性の確保

地方公会計制度の会計基準は従来、様々な会計基準が存在していましたが、平成２９年度末までに全ての地方公共団体

が統一的な基準に基づく財務書類を作成することとなっており、団体間での比較可能性が確保されます。

①発生主義

・複式簿記

の導入

②固定資産

台帳の整備

③比較可能性

の確保

総務省方式改訂モデルでは

決算統計データを活用して

財務書類を作成

総務省方式改訂モデルでは

固定資産台帳の整備が必ず

しも前提とされていない

基準モデルや総務省方式改

訂モデル、その他の方式（東

京都方式等）が混在

統
一
的
な
基
準
の
導
入

発生の都度又は期末一括で複

式仕訳（決算統計データの活

用からの脱却）

固定資産台帳の整備を前提と

することで公共施設等のマネ

ジメントにも活用可能

統一的な基準による財務書類

等によって団体間での比較可

能性を確保

現 状 今 後
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（２）単式簿記と複式簿記

簿記とは、「特定の経済主体の活動を、貨幣単位といった一定のルールに従って帳簿に記録する手続き」であり、報告書

（決算書等）を作成するための技術ですが、記帳方法により、「単式簿記」と「複式簿記」に区分されます。

（３）現金主義と発生主義

会計とは、「経済主体が行う取引を認識（いつ記録するか）・測定（いくらで記録するか）した上で、帳簿に記録し、報

告書を作成する一連の手続き」をいいますが、取引の認識基準の考え方には、「現金主義会計」と「発生主義会計」があり

ます。
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（４）固定資産台帳

①概要

固定資産台帳とは、本市が保有する財産（固定資産）をその取得から償却に至るまで、その経緯を個々の資産ごとに

記録・管理するための帳簿です。また、財務書類作成の基礎となる重要な帳簿の役割を果たすとともに、固定資産の適

切な管理及び有効活用を行うための基礎となる台帳であり、金額情報や減価償却情報が含まれています。

②固定資産台帳の必要性

固定資産は、地方公共団体の財産の極めて大きな割合を占めるため、地方公共団体の財政状況を正しく把握するため

には、正確な固定資産に係る情報が不可欠です。

統一的な基準による財務書類等の作成にあたっては、自団体の資産の状況を正しく把握することや、他団体との比較可

能性を確保することが重要になることから、各地方公共団体の財政状況を表す財務書類の作成に必要な情報を備えた補助

簿として固定資産台帳を整備する必要があります。また、将来世代と現世代の負担公平性に関する情報等により、個別の

行政評価や予算編成、公共施設の老朽化対策等に係る資産管理等といった活用につなげるためにも、固定資産台帳の整備

は必要です。

○過去に建設された公共施設等がこれから大量に更新時期を迎える一方で、地方公共団体の財政は依然として厳しい状

況にある。

○人口減少等により今後の公共施設等の利用需要が変化していく。

⇒ 公共施設等の全体を把握し、長期的な視点をもって、更新・統廃合・長寿命化などを計画的に行うことにより、財政

負担を軽減・平準化するとともに、公共施設等の最適な配置を実現することが必要。

固定資産台帳の必要性
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（５）比較可能性の確保

従来、地方公会計制度の会計基準は「総務省方式改訂モデル」や「基準モデル」など、様々な基準が存在していたため、

他団体と比較することが困難でした。平成29年度末までに全ての地方公共団体が統一的な基準による財務書類を整備するこ

とで、団体間の比較可能性が確保されます。各種財政指標等を用いて類似団体との比較をすることで、財政構造の特徴や課

題をより客観的に分析することができます。
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